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Case1

有償提供
Case2

成果有体物の（有償）移転における考え方
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成果有体物提供の依頼受理

判断Ａ： 第三者は公的研究機関で

あり研究目的の依頼であるか

判断B： １年以内の共同研究実施

予定はあるか

判断C： 共同研究費の規模は

年間９００万円以上，あるいは

企業からの研究員派遣プラス

年間３００万円以上か

有償提供
Case3

譲渡額は成果有体物を取得するに要した費用の１００％。

但し、職員からの要請があればその内容により、譲渡額

は成果有体物を取得するに要した費用の５０％まで減免。

譲渡額は成果有体物を取得する

に要した費用の５００％程度。

譲渡額は成果有体物を取得する

に要した費用の３００％。
但し、提供者の要請があれば

その内容により、譲渡額は成果

有体物を取得するに要した費用

の１５０％まで減免。


